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はじめに                  

 

 

武蔵村山市では、平成１２年（２０００年）に「武蔵村山市男女共同参画計画」（計画期間：平成１２年度～２１年度）、 

平成２２年（２０１０年）に「武蔵村山市第二次男女共同参画計画」（計画期間：平成２２年度～２６年度）、平成２７年（２

０１５年）に「武蔵村山市第三次男女共同参画計画」（計画期間：平成２７年度～３１年度）を策定し、男女共同参画社会

の実現に努めてきました。 

そして、令和２年（２０２０年）に「武蔵村山市第四次男女共同参画計画」（計画期間：令和２年度～６年度）を策定し、

基本理念「誰もが自分らしく イキイキと暮らせるまち むさしむらやま」のもと、全ての市民が性別にかかわりなく、それ

ぞれの人権・個性・能力・価値観が尊重される男女共同参画社会の実現に向けて、積極的な取組を進めてきました。 

本報告は、「武蔵村山市第四次男女共同参画計画」に登載した６３事業について、令和４年度（２０２２年）における施 

策の進捗状況を取りまとめ、各事業における取組の評価を行うとともに、男女共同参画社会の実現に向けた推進活動の指

針とするものです。 
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Ⅰ 推進状況調査の概要 

 

 

◆ 調査の目的 

 

 武蔵村山市第四次男女共同参画計画に登載されている６３事業を、基本目標ごとに取りまとめ、計画の推進状況を明らかにするととも 

に、今後における武蔵村山市第五次男女共同参画計画の推進のための指針とします。 

 

◆ 調査の内容 (調査結果の見方) 

 

 

 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

1
復職・再就職等を支援
する講座の開催
【重点事業】

働く女性が結婚、出産、介護等を機に仕事を辞めざ
るを得ないという状況の改善を目指して、市内の事
業者に対する意識啓発を行うとともに、復職・再就
職を希望する市民に対して能力向上（スキルアッ
プ）のための研修等を行います。復職・再就職者数
等の把握により、成果を意識した事業展開を図りま
す。

⑴参加者数、講座の
　開催回数
⑵上記の満足度

⑴年2回以上
⑵70％

ワーク・ライフ・バランスを推進することに
より、市内事業者の意識啓発を行う。
⑴A Ⓦみらいのたね学校 年1回/16人
　B シングルマザー応援フェスタ内での再就職
　  相談 年1回/6人
⑵A 70％
　B 70％(相談ブースごとに集計をとる）

⑴A 連続講座全10回/132人
　（講座タイトル変更　みらいのたね学校➝
　　女性のためのエンパワーメント講座）
　B 1回/4人
⑵A 95％
　B 95％

B 協働推進課 B

2
女性リーダー育成
【重点事業】

女性リーダーを育成する研修・講座の開催や、研
修・講座参加者のネットワークづくりを支援するこ
とで、女性リーダーを育成し、企業や地域活動の場
において男女双方の多様な意見を的確に反映させる
ことを目指します。

⑴研修・講座の開催
　回数
⑵上記の満足度

⑴年1回以上
⑵70％

⑴Ⓦゆーあいフェスタ企画リーダー育成 年6回
⑵70％

⑴5回/15人
⑵100％

A 協働推進課 B

基本目標１

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

 
 

 

 

 

 

 

 

 

調査項目②評価 

令和４年度の目標に対する実施内容の各課自己評価を記載しています。事業によって、取

組によらない変動（対象者数等）により、各年度の評価に影響が生じる場合もあります。 

評価区分は以下のとおりです。 

Ａ 十分進捗し、大きな成果が得られている。 

Ｂ 概ね進捗し、具体的な成果が得られている。 

Ｃ 事業を実施しているが、具体的な成果は得られていない。 

Ｄ 不十分で課題が多い。 

Ｅ 事業を実施していない。 

調査項目①令和４年度実施内容 

令和４年度に実施した内容、現状値を記載しています。 
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Ⅱ 武蔵村山市第四次男女共同参画計画の体系 
基本目標基本理念

基本目標４

すべての分野での男女共同参画の推進

基本目標３

誰もが平等を実感できるまちづくり

女性活躍推進計画

ＤＶ防止基本計画

誰もが自分らしく

イキイキと暮らせるまち

むさしむらやま

基本目標２

あらゆるハラスメントの根絶

基本目標１

女性活躍とワーク・ライフ・バランスの

推進

主要課題 施策

１．地域社会での男女共同参画の推進
①地域での男女平等意識の醸成

②地域住民の交流促進

２．防災分野での男女共同参画の推進
①防災分野での女性参画推進

②男女共同参画の視点を踏まえた防災対策

４．多文化共生の推進 ○国際交流・理解の推進

１．男女平等の意識づくりと

固定的な性別役割分担意識の解消

①生活の場での男女平等意識の醸成

②学校での男女平等意識の醸成

２．性の多様性の尊重 ○性の多様性に関する意識の醸成

３．ライフステージに対応した健康支援
①健康づくりのための意識の醸成

②健康づくりのための支援

１．女性活躍の推進

①女性の活躍の場を広げるための支援

②女性の活躍の場づくり

③意思決定過程への女性参画の推進

④男性の意識改革の推進

２．仕事と家事・育児・介護の両立の推進
①ワーク・ライフ・バランス推進への意識の醸成

②ワーク・ライフ・バランスを進める市民の支援

３．働く場での男女共同参画の推進

①市役所での男女平等意識の醸成

②働く場での男女平等意識の醸成

③男女共同参画に取り組む事業者の支援

２．配偶者等からの暴力防止と被害者支援

①人権尊重と暴力の未然防止のための意識の醸成

②早期発見と暴力被害者への支援

③関係機関との連携体制の強化

１．各種ハラスメントの防止と被害者支援
①各種ハラスメントの未然防止のための意識の醸成

②早期発見と各種ハラスメント被害者への支援
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Ⅲ 武蔵村山市第四次男女共同参画推進状況調査結果 
 

基本目標１ 女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進 
 

１ 女性活躍の推進 

 

①女性の活躍の場を広げるための支援 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

1
復職・再就職等を支援
する講座の開催
【重点事業】

働く女性が結婚、出産、介護等を機に仕事を辞めざ
るを得ないという状況の改善を目指して、市内の事
業者に対する意識啓発を行うとともに、復職・再就
職を希望する市民に対して能力向上（スキルアッ
プ）のための研修等を行います。復職・再就職者数
等の把握により、成果を意識した事業展開を図りま
す。

⑴参加者数、講座の
　開催回数
⑵上記の満足度

⑴年2回以上
⑵70％

ワーク・ライフ・バランスを推進することに
より、市内事業者の意識啓発を行う。
⑴A Ⓦみらいのたね学校 年1回/16人
　B シングルマザー応援フェスタ内での再就職
　  相談 年1回/6人
⑵A 70％
　B 70％(相談ブースごとに集計をとる）

⑴A 連続講座全10回/132人
　（講座タイトル変更　みらいのたね学校➝
　　女性のためのエンパワーメント講座）
　B 1回/4人
⑵A 95％
　B 95％

B 協働推進課 B

2
女性リーダー育成
【重点事業】

女性リーダーを育成する研修・講座の開催や、研
修・講座参加者のネットワークづくりを支援するこ
とで、女性リーダーを育成し、企業や地域活動の場
において男女双方の多様な意見を的確に反映させる
ことを目指します。

⑴研修・講座の開催
　回数
⑵上記の満足度

⑴年1回以上
⑵70％

⑴Ⓦゆーあいフェスタ企画リーダー育成 年6回
⑵70％

⑴5回/15人
⑵100％

A 協働推進課 B

3
女性の起業に関する情
報提供・支援

一般に、女性の起業に際して資金やノウハウ等に不
安を抱える例が見られることを踏まえ、男女共同参
画センター「ゆーあい」が情報提供や相談等の窓口
機能を備えるとともに、ハローワーク等の関係機関
と連携して支援します。

講座の参加人数 講座1回当たり参加人数3人 女性のためのチャレンジ相談 毎月1回/12人 5回/5人 B 協働推進課 B

基本目標１

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

 
 

②女性の活躍の場づくり 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

4
農業、自営業への男女
共同参画

農業、自営業分野において女性が果たしている役割
の重要性に照らして、女性が業務に参加・協力する
だけではなく、経営に参画できるように働きかけを
行います。併せて、農業、自営業分野の女性を取り
巻く労働条件、生活環境の改善に向けた情報提供に
努めます。

認定農業者における家
族経営協定数

10経営体
　認定農業者改善計画個別相談等の機会を捉え
て申請者に案内する。

　農業者座談会においてチラシの配布を行った。 B 産業観光課 B

基本目標１

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度
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③意思決定過程への女性参画の推進 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

5
各種審議会等への女性
の参画促進
【重点事業】

本市の政策決定に際して、男女双方の多様な意見を
的確に反映させることを目指します。特に、審議会
等の各委員会の委員構成上の男女比に配慮します。

審議会等女性参画比率 40％ 審議会等女性参画比率 36％ 審議会等女性参画比率 33.9％ C 全課 C

6
市役所における女性管
理職登用の促進

本市の政策・方針決定過程への女性の参画を促進す
るため、女性職員に対し、管理職試験の受験を促し
ます。

対象者に管理職試験の
受験を促し、女性管理
職 の 割 合 を 向 上 さ せ
る。

管理職全体の女性の割合が
どの程度なら適切なのかを
示す指標はなく、一概に女
性管理職の割合の目標を定
めることは困難である。

引き続き管理職昇任選考により、女性管理職
の割合が向上するよう努める。

管理職昇任選考により、女性1名が管理職に昇任し
た。

B 職員課 B

7
女性教員の管理職登用
の促進

教育の場における方針決定過程への女性の参画を促
進するため、女性教員に対し、管理職試験の受験を
促します。

教員としてのライフス
テ ー ジ を 具 体 的 に 描
き、志をもって職務に
励 む こ と が で き る よ
う、該当する教員に対
し、管理職への受験を
積極的に促す。

－

教員としてのライフステージを具体的に描
き、志をもって職務に励むことができるよう、
該当する教員に対し、管理職への受験を積極的
に促す。

各小・中学校長を通じて、受験資格のある教員へ
受験を促した。

校長職選考においては７名が受験し、女性教員の
受験はなかったが、副校長職選考においては、５名
中２名女性が受験した。

B 教育指導課 B

8 広聴機会の充実

市民の市政への参画意識の高揚を図り、政策・方針
決定過程に女性が参画しやすい環境を整備して女性
の視点を市政全般に反映させるため、広聴機会の充
実に努めます。

市 民 と 市 長 の タ ウ ン
ミーティングにおいて
保 育 サ ー ビ ス を 継 続
し、子育て世代の市民
が参加しやすい環境に
配慮した回を設定する
ことで、女性の参画を
促していく。

年1回以上 タウンミーティング 年1回
1回開催
　実施日：令和4年5月26日　※自治会対象

B 秘書広報課 E

基本目標１

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

 
 

④男性の意識改革の推進 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

9
男性の意識改革と家事
スキル向上への講座の
開催

男女共同参画センター「ゆーあい」等における講
座・講習会を通して、家事・育児・介護を男女が共
に担うことに対する男性の意識改革を促すととも
に、実際に男性が参加することを支援します。

父子参加型講座の開催
回数

年1回
　家庭内での家事育児役割分担等の意識啓発、
パパと子どもを対象にした講座 1回、男性対象
講座 1回

パパ子講座 1回/2組（4人）
男性対象講座開催なし。
ワーク・ライフ・バランス推進事業所の認定やアン
コンシャスバイアスに関するパネル展を実施。

B 協働推進課 B

10

男性の育児・介護休業
取得に向けた啓発・支
援と事業所への働きか
け

男性の育児休業取得率向上のための事業所の取組を
支援します。併せて、今後男性の介護と仕事との両
立が切実な課題となることを踏まえ、介護休業の取
得の促進を図ります。

男女共同参画週間に合
わせたパネル展実施回
数

年1回
ワーク・ライフ・バランスの推進により、男

性の意識改革を図る。
　パネル展開催、SNSでの発信

ワーク・ライフ・バランス推進事業所の認定やア
ンコンシャスバイアスに関するパネル展を実施。
　パネル展 1回

B 協働推進課 B

基本目標１

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度
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２ 仕事と家事・育児・介護の両立の推進 

 

①ワーク・ライフ・バランス推進への意識の醸成 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

11
長時間労働縮減に向け
た啓発

市内の事業所に対し、従業員の長時間労働の縮減と
年次有給休暇の取得促進に関する啓発を行います。

チラシやパンフレット
の窓口設置、商工会へ
の情報提供

－
チラシやパンフレットの窓口設置、商工会へ

の情報提供
チラシやパンフレットを窓口に設置し、商工会へ

情報提供を行った。
B 産業観光課 B

12
家庭内での男女平等意
識の推進
【重点事業】

夫婦のいずれか一方に仕事や家事・育児・介護等の
負担が偏ることがないようにするため、市民に対す
る意識啓発を強化します。

⑴講座の開催回数
⑵家庭内での男女平等
感

⑴年2回以上
⑵70％

⑴A ママのためのわいわいカフェ 4回
　B 健康講座 3回
　C ウィメンズチャレンジプロジェクト1回
　D 男性対象講座 1回
⑵ABCD 各70％

ワーク・ライフ・バランスの推進により、男
性の意識改革を図る。

⑴A  4回　B  4回　C   2回　D  1回
⑵A 98％　B 95％　C 100％　D 97％

アンコンシャスバイアスに関するパネル展を実
施。

A 協働推進課 B

基本目標１

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度
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②ワーク・ライフ・バランスを進める市民の支援 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

⑴情報誌の発行
⑵啓発活動
　（パネル展等）
⑶講座の開催

⑴-
⑵-
⑶全10回

⑴情報誌発行 年3回
⑵パネル展示 年1回
⑶シングルマザー支援 4回、健康講座 3回、
　ママのためのわいわいカフェ 4回

⑴3回
⑵1回
⑶全12回

B 協働推進課 B

チラシやパンフレット
の窓口設置、商工会へ
の情報提供

－
チラシやパンフレットの窓口設置、商工会へ

の情報提供
チラシやパンフレットを窓口に設置し、商工会へ

情報提供を行った。
B 産業観光課 B

目標設定困難 －
引き続き、18歳までのすべての子どもとその

家庭の相談に応じ、子どもや保護者のストレス
軽減に努める。

18歳までの子どもや保護者の悩みやストレスの軽
減を図るため相談窓口を開設し、必要に応じて関係
機関との調整、支援を行った。

B
子ども子育て支
援課

B

女性が育児のために仕
事を辞めることのない
よう、保育所等におけ
る保育サービスを実施
するとともに、待機児
童の減少を目指す。

－
女性が育児のために仕事を辞めることのない

よう、保育所等における保育サービスを実施す
るとともに、待機児童の減少を目指す。

令和4年度小規模保育所の新設に伴い、低年齢児の定員
枠を拡大。保育士の処遇改善や宿舎借上補助を行い、保育
士の確保に努めた。
　令和4年度待機児童 11人（旧基準）

A 子ども青少年課 C

交流会の開催回数 年12回以上
南部地域包括支援センター及び緑が丘地域包

括支援センターにおいて、家族介護者交流会を
それぞれ6回、合計で12回開催

新型コロナウイルス感染症流行下で開催が困難な
中、家族介護者交流会を南部地域包括支援センター
において3回、緑が丘地域包括支援センターにおいて
4回、合計7回開催した。

B 高齢福祉課 C

⑴相談員が生活や就労
支援、社会保障等の研
修を年１回程度受講す
る。
⑵相談内容の達成度を
評価する。

⑴年1回以上
⑵60％程度

引き続き広報活動により市民への周知を図
り、庁内外で開催される研修等を受講し、支援
の充実を図る。
⑴年1回
⑵60％程度

　令和４年度婦人相談員会議及び研修に参加。
⑴年1回
⑵60％程度

B 福祉総務課 B

専門研修の受講人数 1名受講 1名受講 未受講 E 障害福祉課 E

自立支援教育訓練給付
金や高等職業訓練促進
給付金事業で経済的な
自 立 や 就 労 支 援 を 行
う。

自立支援教育訓練給付金
 2名
高等職業訓練促進給付金
 6名

自立支援教育訓練給付金 2名
高等職業訓練促進給付金 4名

生活上の困難を抱えるひとり親家庭等の子育て世
帯が経済的に自立できるようにするため、自立支援
教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金の助成事
業を実施した。
　自立支援教育訓練給付金 2名
　高等職業訓練促進給付金 4名

A 子ども青少年課 B

相談員が被保護者対象
に随時相談受付

相談件数1,100件
対象者の技能習得や相談等の支援の質の向上

と本人の能力にあった就労支援等を実施

　相談者の技能習得や就労支援を実施した。
　相談件数 539件
　就労による生活保護廃止者数 2件

C 生活福祉課 C

13
ワーク・ライフ・バラ
ンスの実現に向けた各
種支援

事業者及び市民に対して、ワーク・ライフ・バラン
スの意義や必要性を啓発して、市民一人一人が自ら
の生き方について考え、実践することを支援しま
す。特に、育児や介護をしながら働く市民の両立を
支援するため、相談の機会や各種支援制度に関する
情報提供を行うとともに、待機児童の解消に向けた
取組を進めていきます。また、ワーク・ライフ・バ
ランスの実現に当たっての阻害要因を分析し、その
解消に向けた事業者や市民の取組を支援します。

14
特に支援を要する市民
に対する支援の充実

生活上の困難を抱えるひとり親家庭、障害者とその
介助者等が経済的に自立するため、就労に向けた技
能取得や相談等の支援を行います。また、こうした
市民のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、
相談の機会を設ける等の支援を行います。

基本目標１

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度
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３ 働く場での男女共同参画の推進 

 

①市役所での男女平等意識の醸成 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

15
職員への男女平等研修
の実施

市職員に男女平等意識を定着させるため、研修を行
います。また、東京都市町村職員研修所が実施する
研修への職員派遣を行います。

⑴庁内研修回数
⑵派遣研修人数

⑴庁内研修
　年１回（40名程度）実施
⑵派遣研修
　3名から4名を派遣

⑴庁内研修　年1回（40名程度）実施
⑵派遣研修　3名から4名を派遣

⑴庁内研修　未実施
⑵人権啓発研修 5名、男女共同参画研修 6名

B 職員課 B

16
育児・介護休業取得に
向けての環境づくり
【重点事業】

市職員が育児・介護休業を取得しやすい環境にする
ため、育児・介護休業関連制度を周知し、職場にお
ける機運の醸成を図ります。特に、女性職員に比べ
て実績が少ない男性職員の育児・介護休業取得を促
します。

男性市職員の育児休業
の新規取得対象者に対
する取得者の割合

15％
(5年平均)

　引き続き、更なる取得率の向上に取り組む。

令和4年度（単年度）における取得率は 42.9%で
あった。

新たに取得可能となった男性職員及び所属長に対
し、各種制度を紹介した冊子「すこやかな成長を
願って」を配布し、育児休業の説明をするなど、取
得促進を図った。
　キャビネットに掲載している同冊子を整理した。

A 職員課 A

基本目標１

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

 
 

②働く場での男女平等意識の醸成 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

17
市民・事業者に向けた
情報提供

就労の場における男女平等の取扱いを徹底するとと
もに、就労形態による差別を防止するため、市内事
業者に対して各種制度や多様な働き方に関する情報
提供を行い、均等待遇に向けた理解を促します。市
民に対しては、多様な労働形態についての情報提供
を行います。

チラシやパンフレット
の窓口設置、商工会へ
の情報提供

－
チラシやパンフレットの窓口設置、商工会へ

の情報提供
チラシやパンフレットを窓口に設置し、商工会へ

情報提供を行った。
B 産業観光課 B

18
職場環境の見直し、意
識改革の推進

市民が自ら希望する形でワーク・ライフ・バランス
を実現させることを支援するため、国や東京都等の
関係機関との連携により、市内事業所の労働時間の
柔軟な取扱いの推進や育児・介護休業取得環境の整
備等の取組への支援と啓発を行います。

チラシやパンフレット
の窓口設置、商工会へ
の情報提供

－
チラシやパンフレットの窓口設置、商工会へ

の情報提供
チラシやパンフレットを窓口に設置し、商工会へ

情報提供を行った。
B 産業観光課 B

基本目標１

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度
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③男女共同参画に取り組む事業者への支援 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

19
ワーク・ライフ・バラ
ンス推進事業所の認定
【重点事業】

ワーク・ライフ・バランス推進事業所を認定し、市
内・市外へＰＲを行います。認定企業をＰＲするこ
とで、ワーク・ライフ・バランスの導入について支
援とより一層の充実を図ります。

認定企業数 合計5企業
ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定制

度の認知度を向上させ、認定事業所を増加させ
る。

　令和4年度4事業所認定（合計11事業所認定）
　パンフレットを作成し、商工会会員等に周知。

男女共同参画センタ―ゆーあい（情報コーナー）
にて認定企業をＰＲ。

A 協働推進課 A

基本目標１

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

 
 

 

基本目標２ あらゆるハラスメントの根絶 
 

１ 各種ハラスメントの防止と被害者支援 

 

①各種ハラスメントの未然防止のための意識の醸成 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

20
あらゆるハラスメント
防止に向けた広報・啓
発

市内のあらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメ
ントやパワー・ハラスメントなどの各種ハラスメン
ト行為の防止に向けて、市報や、ホームページなど
を活用して意識啓発するとともに、市内事業所に対
しても啓発を行っていきます。

⑴啓発活動
　（パネル展等）
⑵情報誌の発行

⑴年1回
⑵－

⑴パネル展示、図書展示、ホームページ、
　ＳＮＳでの発信 年1回
⑵情報誌の発行 3回
　ホームページ等で啓発を行う。

指定管理者が発行する情報誌等を活用し、市
内事業所や市民に対する意識啓発を行う。

⑴パネル展示、図書展示 各1回
⑵3回

B 協働推進課 B

⑴職員研修の実施
⑵参加率

⑴受講人員 全職員
⑵100％

⑴課長新任研修、係長新任研修に該当職員を派
　遣する。
⑵100％

⑴庁内研修 未実施
　派遣研修 16名
⑵－

C 職員課 C

⑴研修を年1回開催
⑵参加率

⑴年1回
⑵100％

⑴年1回
⑵100％

⑴年1回
⑵100％

B 教育指導課 B

基本目標２

21
庁内等におけるあらゆ
るハラスメント対策
【重点事業】

就労の場（市役所）、教育の場（学校）におけるあ
らゆるハラスメントの発生防止に向けて、市職員及
び教職員に対する各種ハラスメント防止研修等を実
施します。

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度
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②早期発見と各種ハラスメント被害者への支援 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

22

セクシュアル・ハラス
メ ン ト 、 性 犯 罪 、 ス
トーカー行為等の被害
者支援の充実

セクシュアル・ハラスメントや性犯罪、ストーカー
行為の被害者が二次被害を受けることを防ぐため、
相談員の資質向上に努めるとともに、プライバシー
保護に配慮した相談窓口の運営や臨床心理士等によ
る相談の実施について検討します。

⑴相談員が生活や就労
　支援、社会保障等の
　研修を年１回程度受
　講する。
⑵相談内容の達成度を
　評価する。

⑴年1回
⑵60％程度

　臨床心理士による相談の実施予定はない。
引き続き配慮が必要な相談等には個室相談を

実施し、危険回避を図る。
⑴年1回
⑵60％程度

配慮が必要な相談等には個室相談を実施し、危険
回避を図った。
⑴年1回
⑵60％程度

B 福祉総務課 B

苦情、相談等があった
場合に迅速かつ適切に
処理することが事業の
目標であるため、数値
目標を設定することは
適当ではない。

－
武蔵村山市職員ハラスメント防止の指針に基

づき、引き続き苦情相談・苦情処理体制の充実
を図る。

ハラスメントの相談等に対し、迅速かつ適切に対
応した。

B 職員課 B

目標設定困難 －
令和４年度中に各種ハラスメントに対応でき

る相談窓口を整備する。
令和４年度に各種ハラスメントに対応する相談窓

口を整備した。
A 教育指導課 D

基本目標２

23

庁内等におけるあらゆ
るハラスメント苦情相
談・苦情処理体制の充
実

就労の場（市役所）、教育の場（学校）において各
種ハラスメントが発生した場合には、被害者からの
相談を受けて迅速に対応することのできる苦情処理
体制を整備します。

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

 
 

 

２ 配偶者等からの暴力防止と被害者支援 

 

①人権尊重と暴力の未然防止のための意識の醸成 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

人権擁護委員による人
権教室の開催回数

年3回 年3回
1回開催
　実施日：令和4年11月17・18日

C 秘書広報課 C

特別の教科 道徳の授
業実施数

年35回 年35回実施 年35回実施 A 教育指導課 A

25
ＤＶについての関係者
の理解促進

ＤＶ被害を発見する可能性の高い学校関係者、医療
関係者、福祉関係者に対して、ＤＶについて理解を
深める機会を提供します。

啓発活動
（パネル展等）

年1回
緑が丘ふれあいセンター内でのパネル展示、

図書展示、ホームページ、ＳＮＳでの発信
パネル展示、図書展示 各1回
ＳＮＳでの発信

B 協働推進課 B

基本目標２

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

24 人権尊重教育の推進
子どもの頃から人権意識・男女平等意識を高めるた
め、人権教育や男女平等に関する資料等を活用し、
人権尊重教育を推進します。
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令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

啓発活動
（パネル展等）

年1回
緑が丘ふれあいセンター内でのパネル展示、

図書展示、ホームページ、ＳＮＳでの発信
パネル展示、図書展示 各1回
ＳＮＳでの発信

B 協働推進課 B

性情報の取扱いについ
ての授業を実施した数

年1回以上 年1回実施
自分を大切にすること、体と心の成長についてや

ＳＯＳの出し方など、発達段階に応じた指導を行っ
た。

A 教育指導課 A

⑴啓発活動（パネル展
　等）の実施回数
⑵理解度

⑴年1回
⑵70％

⑴ＤＶ防止週間（11月）に合わせパネル展示の
　他、ホームページ、ＳＮＳ等で発信、利用者
　向けにパネル展アンケート実施
⑵70％

⑴パネル展示 1回
　他にパープルライトアップを実施。
⑵－
　アンケートの代わりにメッセージカードを置き、
　ホワイトツリーに装飾。

B 協働推進課 B

⑴啓発活動（パネル展
　等）の実施回数
⑵人権相談の認知度

⑴年1回
⑵70％

⑴年１回
⑵70％

⑴1回開催
　　実施期間：令和4年12月5日～9日
⑵－

C 秘書広報課 C

28
児童虐待防止に向けた
見守り体制の強化

児童虐待防止に取り組み、支援や見守り体制を強化
します。

要保護児童対策地域協
議会の開催数

個別ケース検討会議
年30回以上

引き続き、要保護児童の早期発見や適切な保
護のため、必要に応じて要保護児童対策地域協
議会を開催する。

個別ケース検討会議 31回実施 B
子ども子育て支
援課

B

啓発活動
（図書展示等）

年1回
新聞切り抜き（毎日）、図書展示、ジェン

ダーカフェ
新聞切り抜き（毎日）、図書展示 1回、
パネル展 2回

B 協働推進課 B

公民館講座実施回数 年1回 公民館講座（青少年教室） 1講座
青少年教室「親子で学ぶネットトラブル」
※新型コロナウイルス感染症及び参加希望者なしの
　ため中止

E 文化振興課 E

基本目標２

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

26
若年層に対する暴力の
防止に向けた教育の推
進

ＤＶやデートＤＶに対する正しい認識を定着させる
ため、特に若年層を中心に、市民に対して様々な機
会を捉えて積極的な広報・啓発活動を行います。

27

あらゆる暴力の根絶に
向けた広報・啓発の推
進
【重点事業】

就労の場、教育の場、地域活動の場など市内のあら
ゆる場における、あらゆる暴力や性犯罪の発生を防
止し、被害の相談窓口についての周知を強化しま
す。特に、市内事業所の事業主及び従業員に対して
積極的な啓発を行います。

29

メディア・リテラシー
の育成とネット上での
人権侵害の防止に向け
た啓発の推進

メディアの多様化や新たなメディアの普及により、
これまでに比べて膨大な量の情報を受け取ることが
でき、性的表現や暴力表現が市民の目に触れやすく
なっています。本市を含めた行政機関が作成する広
報・出版物は、その表現が社会的基準とみなされる
ことを踏まえ、使用する表現に十分配慮します。多
くの市民が各種メディアから発信される大量で多様
な情報を自分自身で取捨選択する能力（メディア・
リテラシー）を身に付けることができるよう、学習
機会を提供します。また、子どもの目線に立った学
習ができるよう、親子参加型の講座を実施します。
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②早期発見と暴力被害者への支援 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

⑴こころの保健室実施
　回数
⑵法律相談実施回数

⑴毎月1回
⑵毎月2回

⑴こころの保健室 毎月1回
⑵法律相談 毎月2回

⑴毎月1回
⑵毎月2回

B 協働推進課 B

⑴相談員が生活や就労
　支援、社会保障等の
　研修を年１回程度受
　講する。
⑵相談内容の達成度を
　評価する。

⑴年1回
⑵60％程度

協働推進課による周知活動とともに、啓発
グッズの設置等事業を継続していく。
⑴年1回
⑵60％程度

窓口に都が作成した啓発カードを設置し、周知を
図った。
⑴年1回
⑵60％程度

B 福祉総務課 B

⑴相談員が生活や就労
　支援、社会保障等の
　研修を年１回程度受
　講する。
⑵相談内容の達成度を
　評価する。

⑴年1回
⑵60％程度

来窓する市民の多様な状況を支援できるよう
柔軟に対応する。
⑴年1回
⑵60％程度

来窓する市民の多様な状況を支援できるよう柔軟
に対応した。
⑴年1回
⑵60％程度

B 福祉総務課 B

内容の性質上、定性・
定量の目標設定は馴染
まない。

－
前年度に引き続き、高齢者における被害に応

じた相談体制を整備する。

高齢福祉課及び地域包括支援センターが中心とな
り、高齢者における被害に応じた相談体制を整備し
た。

B 高齢福祉課 B

専門研修の受講 1名受講 1名受講 2名受講 A 障害福祉課 E

目標設定困難 －
相談体制の更なる充実により、相談業務の質

を向上させる。
　あらゆる被害者への相談に応じた。 C 生活福祉課 C

32
健診等による被害者発
見時の対応

ＤＶの被害者を早期に発見して被害の深刻化を防ぐ
ため、健診等を通じてＤＶを発見した場合、関係機
関と連携して速やかに適切な対応を取ります。

随時対応 － 随時対応
訪問、面接等におけるDV等の相談件数は0件だっ

た。相談を受けた場合は母子相談へつなげている。
B

子ども子育て支
援課

B

⑴相談員が生活や就労
　支援、社会保障等の
　研修を年１回程度受
　講する。
⑵相談内容の達成度を
　評価する。

⑴年1回
⑵60％程度

婦人等自立支援相談員を通じ、被害者に対し
て円滑な保護対策を講じる。
⑴年1回
⑵60％程度

婦人等自立支援相談員としてＤＶ防止法に基づ
き、被害者への対応に当たった。
⑴年1回
⑵60％程度

B 福祉総務課 B

各種関係機関との連携
を強化し、問題発生時
に速やかに対応できる
体制作りを進める。

－
各種関係機関との連携を強化し、問題発生時

に速やかに対応するように連携を強める。
ＤＶ相談については、関係機関と連携し、問題発

生時に速やかに対応することができた。
B 教育総務課 A

校長会において周知 年1回以上 年1回実施
校長会において周知を行い、校長から教員に対し

て対応の共通理解を図った。
A 教育指導課 A

基本目標２

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

30 相談業務の充実

ＤＶに関する相談、情報提供窓口を広く周知すると
ともに、迅速かつ的確に対応でき、きめ細かい配慮
のある相談支援体制を整備します。相談窓口等にお
いて、相談員を中心とする職務関係者からの二次被
害が生じないようにするため、あらゆる職務関係者
の資質向上に努めます。

31
被害者の状況に応じた
相談機能の充実

外国人や高齢者、障害者など、多様な状況の被害者
に応じた相談体制を整備し、あらゆる被害者への相
談に応じます。

33
被害者発見時の通報の
周知

市民や学校関係者、医療関係者、福祉関係者に対し
て、ＤＶ防止法に基づく通報について周知し、意識
の定着を図ります。
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令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

⑴相談員が生活や就労
　支援、社会保障等の
　研修を年１回程度受
　講する。
⑵相談内容の達成度を
　評価する。

⑴年１回
⑵60％程度

避難のため緊急一時保護施設（シェルター）
を活用する。
⑴年1回
⑵60％程度

安全確保のため、被害者に十分な注意説明を実施
した。
⑴年1回
⑵60％程度

B 福祉総務課 B

緊急一時保護施設数 2か所
引き続き、保護を求める被害者の安全確保を

図るため、緊急一時保護施設（シェルター）を
確保する。

2か所 B
子ども子育て支
援課

B

⑴相談員が生活や就労
　支援、社会保障等の
　研修を年１回程度受
　講する。
⑵相談内容の達成度を
　評価する。

⑴年1回
⑵60％程度

福祉施設等との連携を図り、必要に応じて施
設を活用する。
⑴年1回
⑵60％程度

⑴年1回
⑵60％程度

B 福祉総務課 B

内容の性質上、定性・
定量の目標設定は馴染
まない。

－
支援を必要とする高齢者の被害者を確実に保

護するため、福祉施設等との連携を図り、引き
続き保護施設の確保に努める。

支援を必要とする高齢者の被害者を確実に保護す
るため、福祉施設等との連携を図り、保護施設を確
保した。

B 高齢福祉課 B

地域相談支援事業所の
設置

1か所 検討 未実施 E 障害福祉課 C

福祉施設等との連携を
強化し、福祉施設等を
活用した確実な保護の
実施を行う。

－
福祉施設等との連携を強化し、福祉施設等を

活用した確実な保護の実施を行う。
福祉関係者との連携を図り、確実な保護を実施し

た。
C 生活福祉課 C

36
被害者への対応に対す
る留意

被害者が加害者に居所を知られることなく生活でき
るように支援するため、住民基本台帳の閲覧や住民
票の写しの交付等の取扱いには十分留意します。ま
た、住民基本台帳の情報に基づいて事務処理を行う
部署においても、情報管理を徹底します。

被害者の個人情報の取
扱いには気を付けて、
関係各課で連携しなが
ら 業 務 を こ な し て い
く。

－
被害者の個人情報の取扱いに十分注意しつ

つ、関係各課の連携を強化し、被害者が安心し
て生活できる環境を整備する。

被害者の個人情報の取扱いに十分注意しつつ、関
係各課の連携を強化し、被害者が安心して生活でき
る環境づくりに努めた。

B 全課 A

目標設定困難 －
引き続き、学校や保育園等の関係機関と連携

し、子供が教育や保育が受けられる体制を整え
る。

学校や保育園等の関係機関と連携し、子供が教育
や保育が受けられるよう支援を行った。

B
子ども子育て支
援課

B

目標設定困難 －
母子相談員等の関係機関との連携を図り、保

育所入所が必要な児童の優先入所の現行体制を
継続する。

他市からＤＶで逃げてきた母子の保育所入所に対
し、他市の母子相談員と連携し、住所不定のまま保
育所入所手続を行った。

B 子ども青少年課 B

就学援助後の申請の際
に市が作成している子
育てサポートのパンフ
レット等を配布する。
ま た 、 窓 口 に 備 え 付
け、必要に応じて情報
提供を行う。

－
必要に応じて就学援助費支給申請後に、市が

作成している子育てサポートのパンフレット等
を配布する。

窓口申請後に学童保育などの相談があった場合
は、子育て応援ガイドを配布したり、担当部署を案
内した。

B 教育総務課 A

基本目標２

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

34 被害者の安全確保
保護を求める被害者の安全確保を図るため、緊急一
時保護施設（シェルター）を活用します。

35
特に支援を要する様々
な被害者への対応

特に支援を必要とする外国人、高齢者、障害者等の
被害者を確実に保護するため、福祉施設等との連携
を図り、必要に応じて施設の活用について検討しま
す。

37
子どもがいる家庭に対
する支援

子どもがいる被害者が子どもとともに安心して生活
できるようにするため、学校や保育園等の関係機関
との連携により、子育てや教育相談体制を充実させ
ます。また、被害等により子どもを通常どおり就学
させることが困難な家庭に対して、就学の援助や相
談を行います。
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③関係機関との連携体制の強化 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

⑴相談員が生活や就労
　支援、社会保障等の
　研修を年１回程度受
　講する。
⑵相談内容の達成度を
　評価する。

⑴年1回
⑵60％程度

行政機関等連絡会の開催及び関係機関との連
携強化を図る。
⑴年1回
⑵60％程度

行政機関等連絡会は開催できなかったが、各関係
機関とは密に連携した。
⑴年1回
⑵60％程度

B 福祉総務課 B

連絡会等の開催回数 年12回以上
弁護士、福祉専門職、社会福祉協議会、市等

が参加する高齢者の権利擁護に係る会議を開催
し、引き続き情報共有及び連携を図る。

弁護士、福祉専門職、社会福祉協議会、市等が参
加する高齢者の権利擁護に係る会議を12回開催し、
情報共有及び連携を図った。

A 高齢福祉課 A

関係機関及び事業者と
の連絡会議開催数

年3回開催 年１回開催 未実施 E 障害福祉課 E

福祉関係者との連携を
強化し、福祉施設等を
活用した確実な保護の
実施を行う。

－
福祉関係者との連携を強化し、福祉施設等を

活用した確実な保護の実施を行う。
福祉関係者との連携を図り、確実な保護を実施し

た。
C 生活福祉課 C

基本目標２

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

38 関係機関との連携強化

ＤＶをはじめとする暴力や人権被害の解決に向け
て、警察や東京都等の関係機関、市医師会等の医療
関係者や民生・児童委員等の福祉関係者との連携を
強化します。必要に応じて、関係機関による行政機
関等連絡会を開催します。
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基本目標３ 誰もが平等を実感できるまちづくり 
 

１ 男女平等の意識づくりと固定的な性別役割分担意識の解消 

 

①生活の場での男女平等意識の醸成 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

39
男女平等に関する各種
情報の提供
【重点事業】

多くの市民が男女平等についての認識を持ち、固定
的な性別役割分担の意識を解消することを目指し
て、市民への啓発を積極的に進めます。特に、男性
の意識改革に向けて啓発の強化を図ります。

⑴Aパネル展の開催回数
  B情報誌の配布数
⑵満足度

⑴A 10回
　B 30企業
⑵70％

⑴A センター内にてパネル展開催 10回
　B 情報誌57号  6月発行(1,000部)
　　情報誌58号 10月発行(全戸配布15,000部)
　　情報誌59号  2月発行(1,000部)
⑵ワーク・ライフ・バランスの推進により、市
　内事業所や市民の意識啓発を図る。

⑴A センター内にてパネル展開催 10回
　B 情報誌57号  6月発行(1,000部)
　　情報誌58号 12月発行(全戸配布15,000部)
　　情報誌59号  3月発行(1,000部)
⑵ワーク・ライフ・バランスの推進やジェンダー平
　等の意識啓発を図った。

B 協働推進課 B

40
男女共同参画週間事業
の実施

固定的な性別役割分担意識やジェンダーに捉われ
ず、男女平等の意識を持って日常生活を送ることの
意義について啓発します。

啓発活動
（パネル展等）

年1回

緑が丘ふれあいセンター内でのパネル展示、
図書展示、ホームページ、ＳＮＳでの啓発

ワーク・ライフ・バランスの推進により、市
内事業所や市民の意識啓発を図る。

　パネル展、図書展示各年1回、ＳＮＳでの発信。
ワークライフバランスの推進やジェンダー平等の

意識啓発を図った。
B 協働推進課 B

⑴講座の開催回数
⑵参加率

⑴年5回以上
⑵90％

⑴健康講座、ママのためのわいわいカフェ、お
　しゃべりカフェ、ジェンダーカフェ 計12回
⑵参加率 80％

⑴健康講座、ママのためのわいわいカフェ、おしゃ
　べりカフェ、ジェンダーカフェ 計14回
⑵参加率 62％

B 協働推進課 B

公民館講座
（家庭教育講座）

年2講座 2講座実施

公民館講座（家庭教育講座）
⑴「けん玉検定にチャレンジ」全2回　9名参加
⑵「視覚障がい者の暮らしと点字」「視覚障がい
　者を理解するためのヒント」各1回　15名参加
⑶「狭山丘陵の自然観察～バードウォッチング」
　全2回　19名参加

B 文化振興課 B

42
男女平等の視点での市
刊行物への留意

本市が広報・出版物で情報を発信する際には、男女
平等の視点に配慮して、ジェンダーに捉われず人権
を尊重した表現を用いることに十分留意します。

男女共同参画担当課で
ある協働推進課が率先
し て 意 識 づ く り を 行
い、各課に対し配慮を
促していく。

－
市報、ホームページ等による男女平等の啓発

を行うことにより、市民のジェンダー平等に対
する意識醸成を図る。

市報でセクシュアル・マイノリティやジェンダー
平等に関するコラムを掲載し、意識醸成を図った。

B 全課 B

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

基本目標３

41
学習機会の提供の充実
【重点事業】

多くの市民が生涯学習を通じて多様な知識や考え方
を身に付け、ひいては男女平等、人権尊重、ワー
ク・ライフ・バランス等に対する認識を深めること
で、より充実した人生を送ることができるよう、誰
もが参加しやすい学習機会の提供に取り組みます。
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②学校での男女平等意識の醸成 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

43 教職員研修

教職員が男女共同参画について十分に理解した上で
児童・生徒の指導に当たるようにするため、初任者
研修や十年経験者研修、ＯＪＴ等において「人権教
育プログラム」（東京都教育委員会）等を活用した
研修を行います。

⑴法定研修開催回数
⑵ＯＪＴ研修実施校

⑴2回以上
⑵14校

⑴2回以上
⑵14校

⑴初任者研修や中堅教諭等資質向上研修Ⅰの人権に
　おける研修の中で取り扱った。
⑵人権教育推進委員会での指導内容をもとに、各校
　で人権委員から研修を行った。

A 教育指導課 A

44
男女平等の視点に基づ
く 進 路 指 導 の 充 実 と
キャリア教育の推進

児童・生徒が性別による固定的な役割分担意識に捉
われずに主体的に進路（職業）を選択する能力・態
度を育むため、各学校で人権尊重等の視点からの生
活指導、進路指導、職場体験等を計画的に行いま
す。

男女平等の視点に基づ
き 生 活 指 導 、 進 路 指
導 、 職 場 体 験 等 を 行
う。

－
男女平等の視点に基づき生活指導、進路指導

等を行う。

感染症感染拡大防止のため、職場を訪問する形で
の体験は実施せず、地域人材等を招いての講話等を
行った。

B 教育指導課 B

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

基本目標３

 
 

 

２ 性の多様性の尊重 

 

〇性の多様性に関する意識の醸成 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

ＬＧＢＴに関する授業
について実施した学校
数

14校
市内14校でＬＧＢＴに関する授業を実施す

る。
　発達段階に応じて指導を行った。 A 教育指導課 A

啓発活動
（パネル展示等）

年1回以上
ＬＧＢＴＱ、ＳＯＧＩ、ジェンダーの啓発、

パネル展示年3回

　市役所とふれあいセンターでパネル展3回実施
　市報コラム掲載実施（5回）
　若年層セクシュアル・マイノリティ支援事業実施
　各種イベント時にアンケート実施

A 協働推進課 B

46

性の多様性に関する理
解の促進
【重点事業】

性の多様性を取り巻く人権課題について市民の理解
と配慮を促します。また、パートナーシップ制度等
の具体的な施策について検討します。

性的少数者に対する直
接的支援

実施
⑴市民の意識醸成を図る。
⑵ＬＧＢＴＱ、ＳＯＧＩ、ジェンダーに関する
　意識醸成

⑴市報コラム掲載実施（5回）
　若年層セクシュアル・マイノリティ支援事業実施
⑵ワークショップ、パネル展示、アンケート実施
　・市民総合センター「市民発！元気フェスタ」
　・大型商業施設「LUSH×ふれあいセンター」
　・「村山デエダラまつり」

A 協働推進課 B

47
小・中学校における個
別的支援

性的少数者である児童・生徒の人権を擁護するた
め、支援を要する児童・生徒の状況に応じて個別の
対応を図ります。

研修実施回数 1回以上

性的少数者である児童・生徒の実態を把握す
るとともに、適切な個別の対応がとれるよう、
教職員の理解を一層推進するための研修会を実
施する。

人権教育推進委員会において、対象となる児童・
生徒からの相談があった場合の対応について指導を
行った。個別の対応について実施している。

A 教育指導課 A

基本目標３

45
年代に応じた性教育の
推進

性別による身体について十分に理解し、性自認や性
的指向に対する正しい知識を身に付けるようにする
ため、学校等において性についての認識を育てる学
習の充実に努めます。

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度
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３ ライフステージに対応した健康支援 

 

①健康づくりのための意識の醸成 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

48 学習機会の提供の充実

健康づくりに関する講座や講演会等を開催して、市
民に対する学習機会の提供と健康づくりの支援を行
います。講座や講演会等の開催に当たっては、多く
の市民が学習できるようにするため、広報手段の充
実や内容、実施時間の見直しを行います。また、子
育て中の市民の参加を支援するため、託児付きの事
業を実施します。

講演会実施回数 3回
感染状況を見ながら講演会の開催を検討して

いく。
　新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止とした。 B

子ども子育て支
援課

B

健康教室事業等の参加
者数

660人/年
参加者の拡充を図るべく、ヨガ体操教室及び

肩こり腰痛予防教室の一部を夜間に開催し、事
業の充実に努める。

　健康寿命をのばそう教室
　ヨガ体操教室
　骨粗しょう症予防教室
　ピラティス教室
　健康づくり生き活き運動塾
　ウォーキング教室
　肩こり腰痛予防教室

　延べ参加者数151人

C 健康推進課 C

⑴市主催事業の参加者
　数
⑵総合体育館の利用者
　数

⑴延べ 6,000人
⑵延べ92,000人

スポーツの持つ楽しさや心身の健康の保持増
進、体力の向上に与える影響等を考慮し、全て
の市民にスポーツを実践する機会や環境を提供
していく。なお、市主催事業の開催、総合体育
館の運営とも、新型コロナウイルス感染症の感
染状況を見極めながら、可能となる範囲で実施
していく。

⑴・心身障害者（児）グラウンド・ゴルフ教室
　　【参加者数】 49人
　・武蔵村山市歩け歩け大会
　　【参加者数】271人
　・武蔵村山市スポーツ都市宣言記念事業「いきい
　　きわくわく陸上教室」
　　【参加者数】118人
　・駅伝競走大会（むさむらEKIDEN2022）
　　【参加者数】681人
　　【参加者数合計】1,119人
⑵個人開放・トレーニング室・自主事業・無料施設
　利用（ランニング走路・幼児体育室等）
　　【利用者数】72,617人

C スポーツ振興課 D

50
更年期を理解するため
の情報提供

更年期における男女の体調の変化等に対する正しい
知識の普及を図るとともに、更年期に伴う症状の理
解や症状の緩和についての啓発活動を実施します。

電話相談随時対応、市
報掲載・ホームページ
掲載

－
引き続き電話相談や更年期への対応等女性の

健康づくりに関する知識の普及啓発を行う。

電話等の問合せに対し、保健師が対応し、必要に
応じて医療機関を紹介した。また、子宮がん・乳が
ん検診では、女性の健康づくりに関するパンフレッ
トを配布した。

C 健康推進課 C

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

基本目標３

49
心とからだの健康づく
りの推進
【重点事業】

男女が健康な状態で暮らすことができる社会の実現
を目指し、食事や健康管理に関する講演会等を開催
して、健康意識の普及・充実を図ります。また、気
軽に参加できるスポーツ事業の開催や学校の体育施
設の地域開放、総合体育館の事業の充実により、市
民の体力の向上を図ります。
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②健康づくりのための支援 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

⑴年５回骨密度相談を
　開催する。市報・ホ
　ームページで周知、
　電話相談随時対応。
⑵相談者数

⑴5回開催
⑵150人/年間

骨の状態をチェックし、その結果に基づき保
健相談や栄養相談を実施することで市民の健康
づくりにつなげる。

⑴年5回開催
⑵83人/年間

C 健康推進課 C

健診等実施回数

妊婦健診14回、乳幼児健診
18回、乳幼児歯科健診 12
回、各種教室9回～12回、
マタニティクラス6回（年
間）

母子手帳交付時の妊婦面接や産婦健診、乳幼
児（歯科）等健康診査、その他離乳食教室、マ
タニティークラス（両（母）親学級）、乳幼児
歯科相談等を実施し、健康についての正しい知
識の普及啓発を図るとともに、健康に関する相
談を実施する。広く市民に普及啓発を図れるよ
う積極的に情報提供を行っていく。

妊婦健診14回、乳幼児健診18回、乳幼児歯科健診
12回、各種教室6回～18回（年間）

B
子ども子育て支
援課

B

52
妊産婦のための相談体
制の充実

妊産婦が抱える様々な悩みに対応するための相談体
制を充実させます。市報や母子健康手帳交付時の面
接を活用して、相談を必要とする市民に広く周知し
ます。

来所相談件数 180件
引き続き、「子育て世代包括支援センターハ

グはぐ・むらやま」を市民に周知し、利用者数
の増加に努める。

「子育て世代包括支援センターハグはぐ・むらや
ま」で母子手帳交付時に、保健師が全ての妊婦と面
接を実施。妊娠期から子育て期にわたる相談に応じ
た。

母子手帳交付、赤ちゃん訪問、健診等で広く周知
した。

B
子ども子育て支
援課

B

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

健康相談の充実51

各種疾病の予防や日常の健康等に関する正しい知識
を普及するとともに、市民の健康に対する関心を高
めるため、健康相談を行います。また、相談を必要
とする市民に情報が届くように、広報手段を充実さ

せます。

基本目標３
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令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

⑴土曜日に検診を設定
　する。最寄りの地域
　で受診できるように
　委託医療機関を確保
　する。（成人保健）
⑵妊婦健康診査受診者
　数（母子保健）
　乳がん・子宮頸がん
　の健診受診率（成人
　保健）

⑴延べ8医療機関
⑵各回400名程度
　乳がん50％
　子宮頸がん20％

例年どおり対象の方にはクーポンを発送し、
女性特有のがん検診について周知に努める。ま
た、市報・ホームページで周知を図る。

⑴延べ9医療機関
⑵乳がん6.6％
　子宮がん4.4％

C 健康推進課 C

⑴土曜日に検診を設定
　する。最寄りの地域
　で受診できるように
　委託医療機関を確保
　する。（成人保健）
⑵妊婦健康診査受診者
　数（母子保健）
　乳がん・子宮頸がん
　の健診受診率（成人
　保健）

⑴延べ8医療機関
⑵各回400名程度
　乳がん50％
　子宮頸がん20％

引き続き妊婦健康診査の公費助成を実施する
とともに、母子手帳交付時に、健康診査につい
て説明を行っていく。

引き続き妊婦子宮頸がん検診及び妊婦超音波
検査の内容の充実を図る。

14回の妊婦健康診査の公費助成を推進し、母子手
帳交付時に、健康診査について説明を行っている。

B
子ども子育て支
援課

B

54
疾病の予防と健診事業
の充実

各種がん検診や健康診査の実施、健康に関する情報
を提供することにより、がん等の疾病の早期発見、
早期治療を図るとともに、疾病に対する市民の正し
い理解を支援します。また、健（検）診の対象者に
情報が届くように、広報手段を充実させます。

⑴実施医療機関数
⑵各種がん検診、特定
　健康診査の受診率向
　上

⑴43医療機関
⑵特定健診60％・胃10％・
　肺10％・大腸15％・
　子宮20％・乳50％

節目年齢を対象とする無料クーポン券送付と
ともに、市報・ホームページでも周知に努め、
各種がん検診を実施していく。

⑴43医療機関
⑵特定健診47.0％・胃5.0％・肺5.2％・大腸6.7％・
　子宮9.2％・乳12.5％

C 健康推進課 C

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

53
女性に対する健（検）
診事業の充実

女性特有のがん検診や健康診査について、内容や広
報の充実に努めるとともに、働く女性が受診しやす
いような健（検）診の在り方を検討します。

基本目標３
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４ 多文化共生の推進 

 

〇国際交流・理解の推進 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

横田基地英語ツアー開
催数

年1回
横田基地英語ツアー等を実施し、市内の学生

が外国文化に触れたり、英語に親しむことがで
きる機会を創出する。

市内在住・在学の高校 1年生 を対 象に 、 TOKYO
GLOBAL GATEWAY GREEN SPRINGSで英語体験学習を実
施した。

B 協働推進課 E

学校間交流実施校数 14校
外国語教育の実践を通じて国際理解を促進す

る。

感染症拡大防止の対応により、対面での直接交流
は実施せず、海外の学校とオンラインでの交流を実
施した。

B 教育指導課 E

オリンピック開催に合
わせてモンゴル国から
子どもたちを招待し、
本市の子どもたちと競
技観戦し両国の選手を
応援するなどして、交
流を促進する。

実施 　モンゴル国とオンライン交流を実施する。

モンゴル国ウランバートル市ハンオール区との連
絡が不安定な状態であり、打合せ等ができない状況
であったことから、オンライン交流事業は中止とし
た。代替として、令和５年３月にモンゴル国オンラ
インツアーを実施し、市民の方等のモンゴル国文化
への理解促進を図った。

B 企画政策課 E

56
国際ガールズ・デーに
連動した国際交流イベ
ントの開催

世界の女子の境遇を紹介することで、女性の立場を
再認識し、女子の持つ可能性についての社会的意識
を向上させていきます。

イベント開催数 年1回
　緑が丘ふれあいセンタ―内でパネル展を年1回
開催する。

　ふれあいセンター、市役所ロビーにて各1回
　イベント時の啓発 2回
　市報でジェンダー平等に関するコラムを掲載
　関係図書の充実

A 協働推進課 B

基本目標３

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

55
国際交流の推進と国際
理解の促進

市民一人一人が外国や外国人との間でお互いの文化
や習慣を理解し、尊重し合える関係づくりを支援し
ます。市民同士の包括的な交流の推進という面で重
要な意義を持つ国際姉妹都市提携の実施に向けて、
取り組んでいきます。
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基本目標４ すべての分野での男女共同参画の推進 
 

１ 地域社会での男女共同参画の推進 

 

①地域での男女平等意識の醸成 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

57
地域における男女平等
の啓発
【重点事業】

各種イベントに男女共同参画ブースを出展するな
ど、地域で啓発活動を実施します。

⑴パネル展（ブース）
　出展回数
⑵地域における男女平
　等感

⑴年1回以上
⑵70％

⑴男女共同参画週間パネル展
　パネル展でのアンケート実施 1回
　外部イベントでの啓発 1回
⑵70％

⑴ふれあいセンター、市役所ロビーにて各1回
　イベント時の啓発 2回
　市報でジェンダー平等に関するコラムを掲載
⑵－

B 協働推進課 B

58

男女共同参画の推進を
担う地域活動団体との
連携
【重点事業】

男女共同参画に資する活動を行っている市民団体を
洗い出し、支援を行うことで、市民団体の意識を高
めるとともに、連携を強化します。

男女共同参画センター
と連携して活動する団
体数

2団体 2団体 0団体 D 協働推進課 D

基本目標４

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

 
 

②地域住民の交流促進 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

59 地域活動への支援

ワーク・ライフ・バランスの実践により、市民が趣
味や余暇を生かした仲間づくりや地域活動を活発に
行い、充実した多彩な暮らしを送ることを支援しま
す。

イベントの開催数 年1回

⑴　ふれあいフェスティバルを実施し、地域活
　動への支援を行う（コロナの状況によっては
　要検討）。
⑵　ワーク・ライフ・バランス推進事業所パン
　フレットを発行・配布し、周知を行う。

⑴　新型コロナウィルス感染拡大と多目的ホール
　パーテーション不具合により中止
⑵　ワーク・ライフ・バランス推進事業所パンフ
　レットを発行・配布し、周知・啓発した。

B 協働推進課 B

基本目標４

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度
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２防災分野での男女共同参画の推進 

 

①防災分野での女性参画推進 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

60
消防団、自主防災組織
への女性の参画促進

防災分野における固定的な性別による役割分担意識
の解消のため、消防団への女性の入団を促進しま
す。また、自主防災組織への男女双方の参画を促し
ます。

⑴女性消防団員数
⑵自主防災組織につい
　ては、あくまで自主
　的な参画が基本であ
　り、会長の選任等に
　ついて数値目標を設
　定するのは困難。

⑴10人
⑵－

⑴8人
⑵－

⑴6人
⑵－

C 防災安全課 C

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

基本目標４

 
 

②男女共同参画の視点を踏まえた防災対策 
令和３年度

目標の内容 目標値 目標 実施内容 自己評価 事業担当課 自己評価

61
男女共同参画の視点に
よる地域防災計画の推
進

地域防災計画の見直しに向け、防災会議に女性委員
を積極的に登用し、男女共同参画の視点を反映させ
ます。

⑴合計参加者数
⑵会議・意見聴取会の
　開催回数

⑴8人
⑵年2回

⑴9人
　女性委員の比率3割を維持する。
⑵年1回

⑴9人/1回
　女性委員の比率3割を維持
⑵令和4年7月に防災会議を1回開催（対面）した。

B 防災安全課 B

62
避難所における男女共
同参画の推進

災害発生時の女性の人権を擁護するため、避難所の
運営に女性を参画させるよう検討します。また、避
難所管理運営マニュアル作成に際して、女性の意見
も反映させます。

⑴合計参加者数
⑵会議の開催回数

⑴10人
⑵年1回

⑴10人
⑵年6回
　避難所管理運営マニュアルの作成に際し、女
性に参画してもらい、意見を反映させていく。

⑴5人／1回
⑵年6回
　避難所運営マニュアル作成検討委員会を立ち上
げ、女性委員の意見を反映させた避難所運営マニュ
アルを作成した。

A 防災安全課 E

⑴合計参加者数
⑵会議の開催回数

⑴10人
⑵年1回

年1回
新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、イベ

ント等の実施なし。
E 防災安全課 C

イベントの開催数 年6回
パネル展開催 年1回

講習・イベントにおいては、コロナの状況に
より要検討。

　パネル展 1回
　わたしの防災リュックと題したロビー展を実施

災害ボランティアセンター設営訓練では、セク
シュアリティに配慮した対応を周知

A 協働推進課 B

№ 事業名 事業内容
令和６年度までの達成目標 令和４年度

63
女性の視点を踏まえた
防災講習・イベントの
開催

女性の視点を活かした地域防災力の向上のため、男
女共同参画に配慮した防災講習やイベントを開催し
ます。

基本目標４
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Ⅳ 推進状況の分析 
 

 武蔵村山市第四次男女共同参画計画における各事業施策について、令和４年度（２０２２年度）の事業実績を整理し、担当課の自己評

価を分析します。 

 

⑴ 評価区分 

 

 各事業の目標達成度を計るため、評価区分を設定します。 

 

 

評価区分 評価内容

A 十分進捗し、大きな成果が得られている

B 概ね進捗し、具体的な成果が得られている

C 事業を実施しているが、具体的な成果は得られていない

D 不十分で課題が多い

E 事業を実施していない  
 

 

⑵ 基本目標別の各課自己評価結果 

 

 令和３年度（２０２１年度）と令和４年度（２０２２年度）の事業実績を比較し、基本目標ごとに担当課の自己評価数を集計・分析し

ます。 
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基本目標１ 女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 

6

17

2 1

目標１

A

B

C

E

 

〈推進状況の分析〉 
 前年度と比較し、令和４年度（２０２２年度）は、６事業の評価が上がり
ました（№２・８・１２・１３の一部（２事業）・１４の一部）。評価が下がっ
た事業はありませんでしたが、E評価のままだった事業がありました。 

 №８は、コロナ禍の影響により実施することができていなかった、市民と
市長のタウミーティングを実施し、E評価から B評価に移行しました。 

№１９は、前年度の認定事業所数を下回るものの、複数の事業所を認定す
ることで、ジェンダー平等の啓発に繋げることができました。 
 引き続き E評価となった№１４は、専門研修に参加しなかったことによる
評価です。 

R３ R４

A 2 6

B 18 17

C 4 2

D 0 0

E 2 1

総数 26 26

評価
目標１

   

0 5 10 15 20 25

A

B

C

D

E

目標１ R3評価とR4評価の比較

R３ R４

8

１３の一部

2・１２・１３の一部・１４の一部・１６・１９

１４の一部

 

このグラフでは、A・E評価のほか、令和３年度の評価から大きな変化があった事業№を示しています。 
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基本目標２ あらゆるハラスメントの根絶 

 

 

6

25

6

3

目標２

A

B

C

E

 

〈推進状況の分析〉 
 前年度と比較し、令和４年度（２０２２年度）は、２事業が評価を上げま
した（№２３の一部・３１の一部）。評価が下がった事業は４事業でした。
事業を実施しているものの、具体的な効果が得られていないことによるもの

です（№３３の一部・№３５の一部・３６・３７の一部）。 
 A 評価のうち、№２３は、教育の場において、各種ハラスメントに対応す
る相談窓口を整備した結果です。また、№３１は、障害福祉課において、相
談機能の充実のため専門研修を受講したことによる結果です。 
 E 評価となった№２９と№３５及び№３８の一部は、新型コロナウイルス
感染症の影響等により、計画していた事業を実施することができなかったこ
とによる評価です。 

R３ R４

A 7 6

B 21 25

C 8 6

D 1 0

E 3 3

総数 40 40

評価
目標２

   

0 5 10 15 20 25

A

B

C

D

E

目標２ R3評価とR4評価の比較

R３ R４

23の一部

31の一部

35の一部

２３の一部・２４の一部・２６の一部・３１の一部・３３の一部・３８の一部

２９の一部・３５の一部・３８の一部

 

このグラフでは、A・E評価のほか、令和３年度の評価から大きな変化があった事業№を示しています。 
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基本目標３ 誰もが平等を実感できるまちづくり 

 

6

13

6

目標３

A

B

C

 

〈推進状況の分析〉 
 前年度と比較し、令和４年度（２０２２年度）は、７事業が評価を上げま
した（№４５の一部・４６・４９の一部・５５（３事業）・５６）。評価が下が
った事業はありませんでした。 

 B 評価のうち、№５５は、コロナ禍の影響により事業を実施することがで
きず、前年度は E評価でしたが、当初の計画に固執せず、実施方法を工夫し
て目標の実現に向けた取組を行うことができました。 
 D評価・E評価の事業はありませんでした。 

R３ R４

A 3 6

B 13 13

C 5 6

D 1 0

E 3 0

総数 25 25

目標３
評価

   

0 5 10 15 20 25

A

B

C

D

E

目標３ R3評価とR4評価の比較

R３ R４

55

４３・４５・４６・４７・５６

 

このグラフでは、A・E評価のほか、令和３年度の評価から大きな変化があった事業№を示しています。 
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基本目標４ すべての分野での男女共同参画の推進 

 

2

3

1

1

1

目標４

A

B

C

D

E

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R３ R４

A 0 2

B 4 3

C 2 1

D 1 1

E 1 1

総数 8 8

評価
目標４

   

0 5 10 15 20 25

A

B

C

D

E

目標４ R3評価とR4評価の比較

R３ R４

63の一部

62

６２・６３の一部

63の一部

 

このグラフでは、A・E評価のほか、令和３年度の評価から大きな変化があった事業№を示しています。 

〈推進状況の分析〉 
 前年度と比較し、令和４年度（２０２２年度）は、２事業が評価を上げま
した（№６２・６３の一部）。評価が下がった事業は、コロナ禍の影響によ
り事業を実施できなかった結果です（№６３の一部）。 
 A 評価となった№６２は、女性委員の意見を取り入れた避難所運営マニュ

アルを作成したことによる結果です。 
№５７は、B 評価のままですが、市報でジェンダー平等に関するコラムを

掲載し、意識醸成を図る取組を行いました。 
E 評価となった№６３の一部は、新型コロナウイルス感染症の影響等によ

り、計画していた事業を実施することができなかったことによる評価です。 
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⑶ 令和４年度（２０２２年度）の各課自己評価結果まとめ 

①  令和３年度（２０２１年度）と令和４年度（２０２２年度）の事業実績について、各課の自己評価を比較すると、未だ、コロナ禍

の影響により実施・推進することができず、低評価とせざるを得ない事業が多く見受けられました。D・E の評価は全体の約６％で

す。一方、本計画の計画期間の終盤を迎え、各事業の目標を達成する事業の数が増加しています。 

令和３年度（２０２１年度） 自己評価集計 

   

0

10

20

30

40

50

60

A B C D E

目標１ 目標２ 目標３ 目標４

12

56

19

3
9

A

B

C

D

E

 

令和４年度（２０２２年度） 自己評価集計 

   

0

10

20

30

40

50

60

A B C D E

目標１ 目標２ 目標３ 目標４

20

58

15

1 5

A

B

C

D

E
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② 担当課別の各評価数 

 

担当課　　/　　評価 A B C D E 合計

秘書広報課 1 2 3

企画政策課 1 1

職員課 1 3 1 5

防災安全課 1 1 1 1 4

協働推進課 7 17 1 25

産業観光課 5 5

福祉総務課 7 7

高齢福祉課 1 3 4

障害福祉課 1 3 4

子ども子育て支援課 9 9

子ども青少年課 2 1 3

生活福祉課 4 4

健康推進課 5 5

教育総務課 3 3

教育指導課 7 4 11

文化振興課 1 1 2

スポーツ振興課 1 1

全課 2 1 3

合計 20 58 15 1 5 99
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Ⅴ 男女共同参画計画策定市民懇談会からの意見 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

武蔵村山市男女共同参画計画策定市民懇談会は、誰もが自分らしくイキイキと暮らせる社会の実現を目指して、男女共同参画

を啓発する事業や男女共同参画に関する調査研究等を行っています。 

 令和４（２０２２）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、計画した事業を実施・推進することができなかった事

業がありましたが、令和３（２０２１）年度と比較すると Dと Eの評価は半減し、各事業の推進が見られます。 

 特に、市民に対するジェンダー平等やセクシュアル・マイノリティに関する意識醸成が推進され、本計画の基本理念である「誰

もが自分らしく イキイキと暮らせるまち むさしむらやま」の実現に向けた取組が進んでいることがわかります。 

前年度と比較しますと、１７の評価が上がり、５つの評価が下がりました。ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた各種支

援のほか、教育の場におけるハラスメントに対応する体制整備や男女共同参画の観点を踏まえた防災対策に関する取組も進んで

いることが伺えます。また、国際交流・理解の推進における事業についても、積極的に推進している成果が見られることから、

引き続き、計画的かつ効果的な事業の推進を図り、男女共同参画社会の実現に向かっていただきたいと思います。 

一方で、各種審議会等への女性参画率は、ゆるやかに増加しているものの、未だ女性が社会において活躍できる機会や男女の

意見を平等に反映できる環境が整っていない状況であることから、「女性ゼロの委員会をなくす」という新たな目標を設定するな

ど、意識的な環境整備に努めなければならないと考えます。 
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武蔵村山市男女共同参画計画策定市民懇談会設置要綱 

武蔵村山市男女共同参画計画策定市民懇談会委員名簿 

武蔵村山市男女共同参画推進委員会設置要綱 

武蔵村山市男女共同参画推進委員会委員名簿 

 

 

 

参考資料 
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武蔵村山市男女共同参画計画策定市民懇談会設置要綱 

 

令和５年５月１６日 

訓令（乙）第１４６号 

 

（設置） 

第１条 武蔵村山市における男女共同参画社会の形成を促進するための基本的な計画となる武蔵村山市男女共同参画計画（以下「計画」

という。）を策定するため、武蔵村山市男女共同参画計画策定市民懇談会（以下「市民懇談会」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２条 市民懇談会は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 計画の策定に当たり必要な調査・検討及び報告に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

 

（組織） 

第３条 市民懇談会は、次に掲げるところにより市長が委嘱する委員１０人をもって組織する。 

⑴ 識見を有する者 １人 

 ⑵ 武蔵村山市男女共同参画推進市民委員会設置要綱（平成１２年武蔵村山市訓令（乙）第２１号）第３条第２号に規定する委員 ５

人 

⑶ 公募による市民（住民基本台帳に記録されている満１８歳以上の者に限る。） ４人 

２ 市長は、前項の規定により委員を委嘱しようとするときは、男性及び女性の数がなるべく同数となるように配慮するものとする。 

 

（座長及び副座長） 

第４条 市民懇談会に、座長及び副座長１人を置く。 

２ 座長は前条第１項第１号に掲げる委員をもって充て、副座長は委員のうちから座長が指名する者をもって充てる。 

３ 座長は、市民懇談会を代表し、会務を総理する。 

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第５条 市民懇談会の会議は、座長が招集する。 

２ 市民懇談会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 市民懇談会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。 

 

（任期） 

第６条 委員の任期は、第２条に規定する所掌事務の終了をもって満了する。 

 

（庶務） 

第７条 市民懇談会の庶務は、協働推進部協働推進課において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、市民懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が市民懇談会に諮って定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年５月１６日から施行する。 
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武蔵村山市男女共同参画計画策定市民懇談会委員名簿 

 

区 分 氏 名 属 性 

座  長 諸 橋 泰 樹 識 見 を 有 す る も の 

副 座 長 森 本 秀 子 市 民 委 員 会 委 員  

委  員 市 川 真 子 市 民 委 員 会 委 員  

委  員 椎 野 芳 挙 市 民 委 員 会 委 員  

委  員 中 村 貴 代 市 民 委 員 会 委 員  

委  員 堀 上 みち子 市 民 委 員 会 委 員 

委  員 池 村   進 公 募 委 員  

委  員 厨 川 公 資 公 募 委 員  

委  員 小 山 直 之 公 募 委 員  

委  員 谷 原 輝 美 公 募 委 員 
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武蔵村山市男女共同参画推進委員会設置要綱 

 

平成１２年３月１６日 

訓令（乙）第２０号 

 

 （設置） 

第１条 男女平等の実現を図り、及び男女共同参画社旗の形成を促進するための基本的な指針となる武蔵村山市男女共同参画計画（次条

において「計画」という。）を策定し、並びに男女共同参画に関する施策（次条において「施策」という。）を効果的に推進するため、

武蔵村山市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、計画の策定及び施策の推進に関し必要な事項を協議する。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１４人で組織する。 

２ 委員は、協働推進部長、企画財務部秘書広報課長、同部企画政策課長、総務部職員課長、同部防災安全課長、協働推進部産業観光課

長、健康福祉部高齢福祉課長、同部健康推進課長、子ども家庭部子ども青少年課長、同部子ども子育て支援課長、教育部教育指導課長、

同部指導・教育センター担当課長、同部文化振興課長及び同部スポーツ振興課長の職にある者をもって充てる。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は協働推進部長の職にある委員を、副委員長は子ども家庭部子ども子育て支援課長をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、協働推進部協働推進課において処理する。 
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 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１４年３月２８日訓令（乙）第８号） 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年３月３１日訓令（乙）第２７号） 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年２月２３日訓令（乙）第１１号） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年７月１日訓令（乙）第１１６号） 

 この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年３月３１日訓令（乙）第２６号） 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月１３日訓令（乙）第２１号） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する 

附 則（平成２９年３月３１日訓令（乙）第２９号） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１２月２８日訓令（乙）第１５６号） 

 この要綱は、平成３１年１月４日から施行する。 

附 則（平成３１年３月７日訓令（乙）第９号） 

 この要綱は、平成３１年３月７日から施行する。 

附 則（令和２年１月２９日訓令（乙）第６号） 

 この要綱は、令和２年１月２９日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則（令和２年３月３１日訓令（乙）第６２号） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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武蔵村山市男女共同参画推進委員会委員名簿 

 

区 分 職 名 氏 名 

委 員 長 協 働 推 進 部 長 並 木 篤 志 

副委員長 子 ど も 子 育 て 支 援 課 長 高 橋 一 磨 

委  員 秘 書 広 報 課 長 外 園 元 紀 

委  員 企 画 政 策 課 長 平 崎 智 章 

委  員 職 員 課 長 宮 川   敦 

委  員 防 災 安 全 課 長 鈴 木 哲 人 

委  員 産 業 観 光 課 長 中 村 顕 治 

委  員 高 齢 福 祉 課 長 福 井 則 仁 

委  員 健 康 推 進 課 長 持 田 文 吾 

委  員 子 ど も 青 少 年 課 長 里 見 和 行 

委  員 教 育 指 導 課 長 東 口 孝 正 

委  員 指導・教育センター担当課長 加 藤 由 裕 

委  員 文 化 振 興 課 長 西 原   陽 

委  員 ス ポ ー ツ 振 興 課 長 鳥 海 純 子 
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